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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アルミナ成形体の焼成によってアルミナ焼結体を形成する工程Ａと、
　前記アルミナ焼結体上に、高融点金属、炭化モリブデン、炭化タングステンのうちのい
ずれか１種以上を主成分とし、アルミナが５～３０重量％含まれる電極ペーストを印刷す
る工程Ｂと、
　前記アルミナ焼結体の電極ペースト印刷側にアルミナ粉体を充填し、金形成形により前
記アルミナ粉体と前記電極ペーストと前記アルミナ焼結体とを一体化する工程Ｃと、
　一体化した前記アルミナ粉体と前記電極ペーストと前記アルミナ焼結体とを焼成する工
程Ｄと、
　前記アルミナ焼結体を誘電体層とし、前記誘電体層の外表面を基板載置面とする工程Ｅ
によって形成されることを特徴とする電極内蔵焼結体の製造方法。
【請求項２】
　前記電極内蔵焼結体は、ヒータ、静電チャック又はサセプターのいずれかであることを
特徴とする請求項１に記載の電極内蔵焼結体の製造方法。
【請求項３】
　前記高融点金属として、融点１６５０℃以上で、アルミナとの熱膨張差が５×１０-6／
Ｋ以内である金属を用いることを特徴とする請求項１又は２に記載の電極内蔵焼結体の製
造方法。
【請求項４】
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　前記高融点金属として、Ｍｏ、Ｗ、Ｗ／Ｍｏ合金、Ｈｆ、Ｔｉ，Ｔａ，Ｒｈ，Ｒｅ，Ｐ
ｔ，Ｎｂの中から選択されるいずれか１種以上の金属を用いることを特徴とする請求項３
に記載の電極内蔵焼結体の製造方法。
【請求項５】
　前記アルミナ粉体には、バインダが含まれることを特徴とする請求項１～４のいずれか
１項に記載の電極内蔵焼結体の製造方法。
【請求項６】
　前記アルミナ焼結体及び前記アルミナ粉体に用いられるアルミナ原料粉は、純度が９９
．５％以上であることを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の電極内蔵焼結体
の製造方法。
【請求項７】
　前記焼成する工程は、焼成温度１４００～１６５０℃とし、ホットプレス法により焼成
することを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の電極内蔵焼結体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱ＣＶＤ装置やエッチング装置等の半導体製造装置に適用されるヒータ、静
電チャック及び高周波印可用サセプター等の電極内蔵焼結体の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、半導体ウェハの搬送、露光、化学的気相成長法、物理的気相成長法、スパッタリ
ング等の成膜プロセス、微細加工、洗浄、プラズマエッチング、ダイシング等の工程にお
いて、半導体ウェハを加熱する加熱装置（ヒータ）、半導体ウェハを吸着し、保持するた
めの静電チャックや高周波印可用のサセプターが使用されている。こうした静電チャック
等の基材として、緻密質セラミックスが注目されており、特に急激な温度変化によって破
壊しないような耐熱衝撃性を備えている材料として、緻密質の窒化アルミニウム、窒化珪
素、アルミナ等が注目されている。
【０００３】
　静電チャック等においては、セラミックス部材中の静電チャック電極深さのバラツキ(
最大値－最小値のことである。以下の説明において、「平坦度」という。)を小さくする
ことが必要である。なぜなら、静電チャック電極と絶縁性誘電層の吸着面との間隔にバラ
ツキがあると、吸着面上の半導体ウェハの吸着力にバラツキが生ずるからである。又、例
えば、セラミックス部材の内部のプラズマ用電極が基材の表面に対して傾斜していると、
プラズマの発生にバラツキが生じ、成膜性に影響を与え、成膜にバラツキが生じる。この
ように、金属電極が埋設されている各種のセラミックス製品において、セラミックス部材
内の金属電極の平坦度を確保することが極めて重要である。
【０００４】
　平坦度を向上させる技術として、厚さが相対的に小さい第１の部分の成形体の上に金属
部材を設け、その金属部材の上に厚さが相対的に大きい第２の部分の成形体を設けたセラ
ミックス部材の製造方法が開示されている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開平１０－２４９８４３号公報（段落番号「００２１」～「００２２」
、図４）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、近年では、更なる平坦度の高精度化が求められ、静電チャックヒータに
おいては、平坦度０．２ｍｍ以下の精度が求められる。
【０００６】
　上述した製造方法では、金属部材の両面が粉体であるため、成形時の変形と焼成時の変
形、即ち、成形体の緻密化に伴う収縮変動が大きい。よって、上記の精度に対応すること
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が困難となる場合がある。
【０００７】
　上記の課題に鑑み、本発明は、近年の高精度化に対応し、電極部材の平坦度を更に向上
させる電極内蔵焼結体の製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するため、本発明の特徴は、（Ａ）アルミナ成形体の焼成によってアル
ミナ焼結体を形成する工程と、（Ｂ）アルミナ焼結体上に、高融点金属、炭化モリブデン
、炭化タングステンのうちのいずれか１種以上を主成分とする電極ペーストを印刷する工
程と、（Ｃ）アルミナ焼結体の電極ペースト側にアルミナ粉体を充填し、金形成形により
アルミナ粉体と電極ペーストとアルミナ焼結体とを一体化する工程と、（Ｄ）一体化した
アルミナ粉体と電極ペーストとアルミナ焼結体を焼成する工程と、（Ｅ）アルミナ焼結体
を誘電体層とし、誘電体層の外表面を基板載置面とする工程とによって形成されることを
特徴とする電極内蔵焼結体の製造方法であることを要旨とする。
【０００９】
　このように、アルミナ焼結体を誘電体層とし、アルミナ焼結体に電極ペーストを印刷す
ることにより、成形体の緻密化に伴う収縮変動が小さくなり、電極部材の平坦度を向上さ
せることができる。
【００１０】
　又、上記発明において、電極内蔵焼結体は、ヒータ、静電チャック又はサセプターのい
ずれかであってもよい。
【００１１】
　本発明によれば、均一にプラズマを発生できるセラミックスヒータ、静電チャック又は
サセプターを得られるため、成膜やエッチングの精度を高めることができる。
【００１２】
　又、上記発明において、高融点金属として、融点１６５０℃以上で、アルミナとの熱膨
張差が５×１０-6／Ｋ以内である金属を用いることが望ましい。この高融点金属としては
、Ｍｏ、Ｗ、Ｗ／Ｍｏ合金、Ｈf、Ｔｉ、Ｔａ、Ｒｈ、Ｒｅ、Ｐｔ、Ｎｂの中から選択さ
れるいずれか１種以上の金属を用いることができる。
【００１３】
　本発明によれば、特に、熱ＣＶＤ等の高温用途である半導体製造装置として使用するこ
とができる。
【００１４】
　又、上記発明において、電極ペーストには、アルミナが５～３０重量％含まれてもよい
。
【００１５】
　本発明によれば、セラミックス基材との密着性を強固にし、界面せん断強度を向上させ
ることができる。又、３０重量％より多く含まれると、電極としての導通に問題が生じる
場合がある。
【００１６】
　又、上記発明において、アルミナ粉体には、バインダが含まれていてもよい。
【００１７】
　本発明によれば、バインダを含むことにより、Ｗがセラミックス基材に拡散することを
防ぐことができる。
【００１８】
　又、上記発明において、アルミナ焼結体及びアルミナ粉体に用いられるアルミナ原料粉
の純度が９９．５％以上であってもよい。
【００１９】
　本発明によれば、アルミナの純度が高いので、半導体ウェハの汚染源となる添加剤の濃
度が低く抑えられているため、半導体素子の汚染を防止できる。
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【００２０】
　又、上記発明において、焼成する工程は、焼成温度１４００～１６５０℃とし、ホット
プレス法により焼成してもよい。
【００２１】
　本発明によれば、低温で焼成することにより、セラミックス基材を得ることができる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によると、近年の高精度化に対応し、電極部材の平坦度を更に向上させる電極内
蔵焼結体の製造方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　次に、図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。以下の図面の記載において、
同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。但し、図面は模式的なもので
あり、厚みと平面寸法との関係、各層の厚みの比率等は現実のものとは異なることに留意
すべきである。従って、具体的な厚みや寸法は以下の説明を参酌して判断すべきものであ
る。又、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていること
は勿論である。
【００２４】
（電極内蔵焼結体）
　本発明の実施の形態に係る電極内蔵焼結体は、アルミナ焼結体を形成し、アルミナ焼結
体上に、高融点金属、炭化モリブデン、炭化タングステンのうちのいずれか１種以上を主
成分とする電極ペーストを印刷し、電極ペースト上にアルミナ粉体を充填し、金形成形に
よりアルミナ粉体と電極ペーストとアルミナ焼結体とを一体化し、一体化したアルミナ粉
体と電極ペーストとアルミナ焼結体とを焼成することによって、製造される。又、本発明
の実施の形態に係る電極内蔵焼結体は、焼成温度１４００～１６５０℃とし、ホットプレ
ス法により焼成することが望ましい。
【００２５】
　高融点金属としては、融点１６５０℃以上で、アルミナとの熱膨張差が５×１０-6／Ｋ
以内である金属を用いることが望ましい。この高融点金属としては、Ｍｏ、Ｗ、Ｗ／Ｍｏ
合金、Ｈf、Ｔｉ、Ｔａ、Ｒｈ、Ｒｅ、Ｐｔ、Ｎｂの中から選択されるいずれか１種以上
の金属を用いることができる。
【００２６】
　又、電極ペーストには、アルミナが５～３０重量％含まれる。
【００２７】
　又、アルミナ粉体には、バインダが含まれ、アルミナ焼結体及びアルミナ粉体に用いら
れるアルミナ原料粉の純度は、９９．５％以上である。
【００２８】
　電極内蔵焼結体は、ヒータ、静電チャック又はサセプターのいずれかとして用いられる
ことが望ましい。以下において、本発明の実施の形態に係る電極内蔵焼結体を静電チャッ
クとして用いたときを例にとり、説明する。
【００２９】
（静電チャック）
　図１（ａ）及び図１（ｂ）は、本発明の実施の形態に係る静電チャック１０の構造を示
す概略的な平面図および断面図である。本発明の実施の形態に係る静電チャック１０は、
円盤状に加工されたセラミックス基材１と、セラミックス基材１の上に配置された薄いセ
ラミックス誘電体層３と、セラミックス誘電体層３とセラミックス基材１との間に埋設さ
れた面状の電極２とを有する。セラミックス誘電体層３の表面が基板載置面であり、基板
はここに載置され、固定される。
【００３０】
　本発明の実施の形態に係る静電チャック１０は、セラミックス誘電体層３として、広い
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温度範囲で極めて高抵抗を示すアルミナ焼結体を使用したクーロンタイプの静電チャック
である。以下、より具体的に本発明の実施の形態に係る静電チャックの構造について説明
する。
【００３１】
　本実施の形態におけるセラミックス基材１は、アルミナ粉体を焼結した焼結体で形成さ
れる。又、このアルミナ粉体には、バインダが含まれる。
【００３２】
　セラミックス誘電体層３は、アルミナ焼結体で形成される。
【００３３】
　又、セラミックス誘電体層３及びセラミックス基材１に用いられるアルミナ原料粉の純
度は９９．５％以上である。純度が９９．５％以上と高い場合は、半導体基板の汚染源と
なる添加剤の濃度が低く抑えられているため、半導体素子の汚染を防止できる。又、これ
らの特性を備えたアルミナ焼結体は、緻密で耐食性が良好であるとともに、３００ＭＰa
以上の曲げ強度を有する。このため、穴あけ加工や使用の際、ワレや欠けが生じにくく、
パーティクルの発生を防止できる。
【００３４】
　電極２は、融点１６５０℃以上で、アルミナとの熱膨張差が５×１０-6／Ｋ以内である
金属、例えば、Ｍｏ、Ｗ、Ｗ／Ｍｏ合金、Ｈf、Ｔｉ、Ｔａ、Ｒｈ、Ｒｅ、Ｐｔ、Ｎｂ等
の高融点金属や、炭化モリブデン、炭化タングステンが用いられる。電極２としては、ペ
ースト状の金属を印刷し、乾燥、焼成により形成した膜状電極、スパッタやイオンビーム
蒸着等の物理的蒸着の他、ＣＶＤ等の化学的蒸着で金属薄膜を形成し、エッチングにより
パターン電極を形成してもよい。又、印刷体ペーストで印刷電極を形成する場合は、周囲
と熱膨張係数を合わせるため、アルミナ等のセラミックス粉をペースト中に混入させても
よい。この場合、アルミナを５～３０重量％含むことが望ましい。
【００３５】
　尚、静電チャックは、腐食ガス雰囲気中で使用されることも多いため、いずれの電極２
も図１に示すように、セラミックス基材１とセラミックス誘電体層３との接合体中に完全
に埋設され、外部に露出しない構成とすることが望ましい。
【００３６】
　又、本実施の形態に係るセラミックス基材１、電極２、及びセラミックス誘電体層３は
、一体としてホットプレス焼成されたものであることが望ましい。ホットプレス焼成によ
り一体化された構造とすることで、セラミックス基材１とセラミックス誘電体層３との接
合面を、接着剤層等を介さずに接合できるとともに、接合界面をほぼ残さずに一体化でき
る。埋設された電極２を完全に外部雰囲気と遮断するため、腐食ガス中での使用に対して
高い耐食性を維持できる。
【００３７】
（製造方法）
　次に、図２（ａ）～図２（ｃ）を参照して、本発明の実施の形態に係る電極内蔵焼結体
（静電チャック）の製造方法について説明する。
【００３８】
　まず、図２（ａ）に示すような、円盤状のアルミナ成形体を焼成し、アルミナ焼結体３
１を作製する。このアルミナ焼結体３１は、最終的にセラミックス誘電体層３となるもの
であるが、後続する研削工程やホットプレス焼成工程等に対し、十分な強度を持たせるた
め、アルミナ焼結体３１の厚みは最終的なセラミックス誘電体層３の厚みより厚いものと
することが好ましい。例えば、最終的に０．５ｍｍ厚のセラミックス誘電体層を形成する
場合に数ｍｍ～１０ｍｍの厚さとする。
【００３９】
　アルミナ焼結体３１を作製するためには、まず、アルミナを主成分とするセラミックス
原料粉を準備する。このセラミックス原料粉としては、アルミナ原料粉の他にMgO等の焼
結助剤粉末を添加してもよいが、少なくともアルミナ原料粉の含有量を９９．５％以上と
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することが好ましい。又、アルミナ原料粉の純度は９９．５％以上のものを用いることが
好ましい。このセラミックス原料粉に、バインダを所定の配合比で調合し、トロンメル等
を用いて混合し、スラリーを得る。次に、スラリーを乾燥し、混合紛を得る。そして、金
型成形法、ＣＩＰ（Cold Isostatic Pressing）法、スリップキャスト法等の方法を用い
て、円盤状のアルミナの成形体を作製する。続けて、得られた成型体を、常圧焼結法等を
用いて、約１６００℃～１７００℃で大気中もしくは不活性ガス中で約２～６時間焼成を
行う。こうして、アルミナ焼結体３１を得る。尚、焼成方法としては常圧焼結法以外の方
法を使用することも可能である。
【００４０】
　又、アルミナ焼結体３１をホットプレス又はHIP法で焼成すると、常圧焼成法に比べ焼
成中の空孔・欠陥が減り誘電体層として非常に有利である。クーロンタイプの静電チャッ
クではJR（ジョンソンラーベック）タイプと同じ吸着力を得る為には印加電圧を高くする
必要があり、焼結体中にある空孔は絶縁破壊起点となるからである。常圧焼成による焼成
体の絶縁耐圧は１．５～３ｋV／mmであるのに対して、ホットプレス焼成による焼結体は
３ｋV／mmが安定して得られる。
【００４１】
　次に、図２（ｂ）に示すように、アルミナ焼結体３１の一方の面を研削加工し平滑面を
形成し、その上にＭｏ、Ｗ、炭化モリブデン、炭化タングステン、Ｗ／Ｍｏ合金、Ｈf、
Ｔｉ、Ｔａ、Ｒｈ、Ｒｅ、Ｐｔ、Ｎｂ等の印刷ペーストを用いた印刷法等で面状の印刷電
極２１を形成し、乾燥する。印刷ペーストには、焼成時の熱収縮率を調整するため、アル
ミナを５～３０重量％添加することが好ましい。尚、スパッタや蒸着等を用いて薄膜電極
を形成してもよい。
【００４２】
　この後、例えば、金型に印刷電極が形成された面が露出するように、アルミナ焼結体３
１をセットし、その上から、別途用意したセラミックス粉、好ましくはアルミナと焼結助
剤を混合した原料混合粉を乾燥させて作製した造粒粉を充填する。尚、使用するアルミナ
原料粉の純度はアルミナ焼結体の原料粉より低くてもよいが、好ましくは９９．５％以上
の純度のものを使用する。
【００４３】
　こうして、図４（ｃ）に示すように、金型成形により、セラミックス成形体（アルミナ
粉体）１１、印刷電極２１及びアルミナ焼結体３１を一体化する。続いて、一体化したセ
ラミックス成形体１１、印刷電極２１及びアルミナ焼結体３１をホットプレス法で一軸方
向に加圧しながら焼成を行う。焼成条件は限定されるものではないが、好ましくは１４０
０～１６５０℃で、窒素、アルゴン等の不活性雰囲気の減圧下、もしくは還元雰囲気で約
１～４時間焼成を行う。こうして、セラミックス成形体１１、印刷電極２１及びアルミナ
焼結体３１を一体化した焼成体を得る。
【００４４】
　このように、セラミックス誘電体層３は、セラミックス誘電体層３となるアルミナ成形
体の焼成、及び、一体化したアルミナ粉体と電極ペーストとアルミナ焼結体の焼成という
２回の焼成工程を経ることとなる。
【００４５】
　この後、アルミナ焼結体３１を研削し、膜厚が０．０５～０．５ｍｍとなるように調整
する。又、焼成体の側面を研削加工し、基板載置面の面積を狭くしてもよい。更に必要に
応じて、電極の端子の周囲を覆う円筒形セラミックスの接合、研削、端子の引き出し等の
加工を経て、図１（ｂ）に示す、アルミナ焼結体３１より形成されたセラミックス誘電体
層３、電極２、及びセラミックス基材１からなる静電チャック１０を得る。
【００４６】
（作用及び効果）
　上述する本実施の形態に係る電極内蔵焼結体（静電チャック）の製造方法によれば、セ
ラミックス誘電体層は、アルミナ成形体の焼成、及び、一体化したアルミナ粉体と電極ペ



(7) JP 4476701 B2 2010.6.9

10

20

30

40

50

ーストとアルミナ焼結体の焼成という２回の焼成工程を経ることで、成形体の緻密化に伴
う収縮変動が小さくなり、平坦度が良いセラミックス誘電体層を作製することができる。
【００４７】
　更に、アルミナ焼結体３１、印刷電極２１及びセラミックス成形体１１を成形工程及び
ホットプレス焼成工程により一体化するため、接合層不要の構造が得られる。又、ホット
プレス焼成する工程は、高純度原料の焼成ができ、又、焼成温度１４００～１６５０℃と
、低温で焼成することができる。
【００４８】
　又、セラミックス成形体１１の原料粉としてアルミナ原料粉を使用する場合は、アルミ
ナ焼結体３１との接合が良好になり、接合界面がほぼなくなった一体焼結品を作製するこ
とができる。このため、腐食ガス雰囲気で使用しても接合部からのガスの侵入による電極
の腐食を防止できる。
【００４９】
　電極２の主成分は、融点１６５０℃以上で、アルミナとの熱膨張差が５×１０-6／Ｋ以
内である金属、例えば、Ｍｏ、Ｗ、Ｗ／Ｍｏ合金、Ｈf、Ｔｉ、Ｔａ、Ｒｈ、Ｒｅ、Ｐｔ
、Ｎｂ等の高融点金属や、炭化モリブデン、炭化タングステンを用いるため、特に、熱Ｃ
ＶＤ等の高温用途である半導体製造装置として使用することができる。又、電極ペースト
には、アルミナが５～３０重量％含まれるため、セラミックス基材１との密着性を強固に
し、界面せん断強度を向上させることができる。
【００５０】
　又、セラミックス成形体１１の原料粉であるアルミナ粉体には、バインダが含まれてい
るため、電極２に含まれるＷがセラミックス基材１に拡散することを防ぐことができる。
【００５１】
　又、アルミナ焼結体３１及びセラミックス成形体１１に用いられるアルミナ原料粉の純
度は９９．５％以上と高純度であるため、半導体ウェハの汚染源となる添加剤の濃度が低
く抑えられているため、半導体素子の汚染を防止できる。
【００５２】
　又、クーロンタイプの静電チャックでは、高い吸着力を得るためにはセラミックス誘電
体層の厚みを０．５ｍｍ以下の極めて薄い膜厚に設定する必要があるとともに、吸着力の
面内均一性を得るためには、厚みを均一に揃える必要がある。本実施の形態に係る製造方
法では、まず単独でアルミナ焼結体を作製し、その片面を研磨し平坦な平面を形成し、そ
の上に電極を作製しており、さらにホットプレス焼成工程後に研削加工により膜厚を最終
調整するため、高い精度で誘電体層の膜厚の制御を確実に行うことができる。従って、基
板面内の吸着力を均一に揃えることができる。
【００５３】
（その他の実施の形態）
　本発明は上記の実施の形態によって記載したが、この開示の一部をなす論述及び図面は
この発明を限定するものではない。この開示から当業者には様々な代替実施の形態、実施
例及び運用技術が明らかである。
【００５４】
　例えば、上述する実施の形態に係る静電チャックの製造方法では、セラミックス基材も
ホットプレス法を用いて焼成することで作製しているが、誘電体層となるアルミナ焼結体
のみをホットプレス法により焼成し、セラミックス基材については、常圧焼成法等の別方
法で作製してもよい。例えば、誘電体層となるアルミナ焼結体のみをホットプレス法を用
いて作製した後、片側面に印刷法、又は各種蒸着法を用いて膜状電極を形成し、別途作製
したセラミックス焼結体に接着材を介して接着した簡易な構造のものでも良い。
【００５５】
　又、本発明の実施の形態では、静電チャックとして電極内蔵焼結体を使用する例につい
て説明したが、このアルミナ焼結体は、静電チャックのみならず、アルミナ焼結部材とし
て単体で、あるいは別の部材と組み合わせて、静電チャック以外のものとして使用するこ
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とができる。例えば、半導体製造装置内で使用される、サセプター、ヒータ基材、リング
材、ドーム材、或いはそれ以外の耐熱性及び耐腐食性を備えることが必要な種々の絶縁性
部材として使用することができる。
【００５６】
　このように、本発明はここでは記載していない様々な実施の形態等を含むことは勿論で
ある。従って、本発明の技術的範囲は上記の説明から妥当な特許請求の範囲に係る発明特
定事項によってのみ定められるものである。
【実施例】
【００５７】
　以下、本発明の実施例について説明する。本発明は、以下の実施例に限定されないこと
は勿論である。
【００５８】
＜印刷ペーストの材質及びバインダの有無評価＞
（製作条件）
　印刷ペーストの材質及びアルミナ粉体（焼成後のセラミックス基材１）のバインダの有
無を変化させた静電チャックを製作し（実施例１，２，参考例１～４）、体積抵抗率及び
界面せん断強度を測定した。それぞれの製作条件を表１に示す。
【表１】

【００５９】
　以下に、実施例１，２，参考例１～４に係る静電チャックの製造方法を説明する。
【００６０】
　セラミックス原料粉として、純度９９．５％のアルミナ粉末（粒子径１μｍ）と焼結助
剤であるＭｇＯ原料粉を使用した。なお、セラミックス原料粉中のＭｇＯの含有量は０．
０４％とした。このセラミックス原料粉にバインダであるポリビニルアルコール（ＰＶＡ
）、水、及び分散剤を添加し、トロンメルで１６時間混合し、スラリーを作製した。得ら
れたスラリーを、スプレードライヤを用いて噴霧乾燥し、平均約８０μmの造粒顆粒を作
製した。次に、上記顆粒をゴム型に入れCIP（Cold Isostatic Pressing）装置により、１
ton/cm2の圧力をかけてアルミナ成形体を作製した。このアルミナ成形体を乾燥した後、
アルミナ製のサヤにアルミナ成形体をセットし、大気焼成炉内にサヤごといれて焼成した
。
【００６１】
　焼成条件は、室温から５００℃までは１０℃／ｈで昇温し、５００℃で５時間保持して
バインダを除去した後、５００℃から１６５０℃まで３０℃／ｈで昇温し、１６５０℃で
４時間保持した。こうして、図２（ａ）に示すアルミナ焼結体を得た。
【００６２】
　次に、アルミナ焼結体を研削加工し、φ２１５ｍｍ、厚さ４ｍｍの円盤を作製した。こ
の際、一方の面を研削加工により、表面粗さRaが０．８μｍ以下の平滑面となるように仕
上げた。
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【００６３】
　実施例１，２，参考例１～４それぞれについて、表１に示す印刷ペーストの材質及びバ
インダであるエチルセルロースを混合し、印刷ペーストを作製し、スクリーン印刷法によ
り、アルミナ焼結体の平滑面上にφ１９５ｍｍ、厚さ２０μｍの電極を形成し、乾燥させ
た（図２（ｂ）参照）。
【００６４】
　その後、金型に上記印刷電極が形成されたアルミナ焼結体をセットし、別途用意した純
度９９．５％のアルミナ粉体を充填し、２００kg/cm2の圧力でプレス成形を行った。なお
、充填したアルミナ粉体は、実施例１，参考例１，２についてはバインダは含み、実施例
２，参考例３，４についてはバインダを含まなかった。
【００６５】
　続いて、この成形体をカーボン製のサヤにセットし、ホットプレス焼成法を用いて焼成
した。焼成は、１００kg／cm2の加圧下で、かつ窒素加圧雰囲気（１５０ｋPa）で行い、
３００℃／ｈで昇温し、１６００℃で２時間保持した。こうして、電極を埋設した焼成体
を得た（図２（ｃ）参照）。
【００６６】
　この後、２回の焼成工程を経たセラミックス誘電体層であるアルミナ焼結体の表面をダ
イヤモンド砥石にて平面研削加工を行い、アルミナ焼結体の厚み、すなわち埋設した電極
から表面までの厚みを０．３ｍｍとした。さらに、焼成体の側面を研削するとともに、必
要な穴あけ加工、および電極の端子の周囲を覆う円筒部の取り付けと、端子の引き出しを
行い、静電チャックを完成した。
【００６７】
（評価）
　評価結果を表１に示す。各評価の具体的な測定方法は、以下のとおりである。
【００６８】
（１）体積抵抗率：ＪＩＳ Ｃ２１４１に準じた方法により、真空雰囲気下で室温で測定
を行った。試験片形状はφ５０×１ｍｍとし、主電極径を２０ｍｍ、ガード電極内径を３
０ｍｍ、ガード電極外径を４０ｍｍ、印加電極径を４５ｍｍとなるよう各電極を銀ペース
トで形成した。印加電圧は１０００Ｖ／ｍｍとし、電圧印加後１分時の電流を読み取り、
体積抵抗率を算出した。
【００６９】
（２）界面せん断強度：マイクロドロプレット法により測定した。測定装置は複合材界面
特性評価装置（東栄産業社製）を使用した。尚、製作した静電チャックから、φ９．９ｍ
ｍ、厚さ１２ｍｍの円盤を切り出し、界面せん断強度の測定を行った。
【００７０】
　実施例１，参考例１，２と実施例２，参考例３，４を比較すると、アルミナ粉体にバイ
ンダを含む実施例１，参考例１，２のほうが、体積抵抗率及び界面せん断強度が高い結果
となった。
【００７１】
　参考例１は、印刷ペーストの材質としてＭｏ、Ｗのみを使用したため、界面の密着性が
悪く、誘電体層に金属を拡散させ、体積抵抗率が低下した。又、界面せん断強度も低かっ
た。
【００７２】
　参考例２は、誘電体層に金属の拡散がなく、体積抵抗率が高いが、印刷ペーストの材質
としてＭｏＣ、ＷＣなどの炭化物を使用したため、表面加工の際、界面から剥がれる又は
割れる等の問題があった。
【００７３】
　実施例１は、誘電体層に金属の拡散がなく、体積抵抗率が高く、又、界面せん断強度も
高かった。
【００７４】
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　このため、アルミナ粉体にバインダを含み、印刷ペーストの材質として、Ｗにアルミナ
を加えたものを使用することが良好であることが分かった。
【００７５】
＜Ｗペーストに対するアルミナ添加割合評価＞
（製作条件）
　上述した実施例１における印刷ペーストのアルミナ添加量を変化させた静電チャックを
製作し（参考例５，実施例３～６）、体積抵抗率及び界面せん断強度を測定した。それぞ
れの製作条件を表２に示す。
【表２】

【００７６】
　参考例５及び実施例３～６は、アルミナ添加量を変化させたものであり、それ以外の製
作条件及び評価方法は、上述した実施例１と同様であるので、ここでは説明を省略する。
【００７７】
（評価）
　結果を表２に示す。アルミナ添加量については、体積抵抗率が高く、界面せん断強度が
１３０ＭＰａである実施例３～６が良好であった。即ち、アルミナ添加量は、５～３０重
量％であることが望ましいことが分かった。尚、実施例６については、電極としての導通
に問題があるので、より望ましくは、アルミナ添加量は５～２０重量％である。
【００７８】
＜粉体成形法と焼成体使用法との比較＞
（製作条件）
　次に、粉体成形法と、本発明の焼成体使用法とを用い、焼成温度を変化させ、静電チャ
ックを製作し（参考例６～１０，実施例７～１１）、膜厚レンジを測定した。それぞれの
製作条件を表３に示す。
【表３】

【００７９】
　粉体成形法とは、従来用いられている、アルミナ粉体を成形した成形体により、セラミ
ックス誘電体層を形成する方法であり、焼成体使用法とは、実施の形態において説明した
ように、アルミナ焼結体により、セラミックス誘電体層を形成する方法である。
【００８０】
　参考例６～１０に係る静電チャックの製造方法は、アルミナ焼結体ではなくアルミナ粉
体を成形した成形体と使用すること以外は、実施例１と同様であり、実施例７～１１に係
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体層３、電極２、セラミックス基材１（図２（ｃ）参照）を一体化し焼成する際の焼成温
度は、表３に示すとおりである。
【００８１】
（評価）
　結果を表３に示す。ここで、平坦度とは、半導体ウェハ載置面の表面から電極までの最
大距離と、最小距離の差である。
【００８２】
　粉体成形法を用いた参考例６～１０の平坦度は、０．２～０．５ｍｍであり、焼成体使
用法を用いた実施例７～１１の平坦度は、０．０５～０．２０ｍｍであった。よって、焼
成体使用法を用いた静電チャックは、電極と絶縁性誘電層の吸着面との間隔にバラツキが
少ないことが分かった。特に、焼成温度を１４００～１６５０℃にすることにバラツキが
少ない。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】（ａ）は、本発明の実施の形態に係る静電チャックの構造を示す概略的な平面図
であり、（ｂ）は、（ａ）の１ｂ－１ｂ断面図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る静電チャックの製造方法を示す工程図である。
【符号の説明】
【００８４】
１ セラミックス基材
２ 電極
３ セラミックス誘電体層
４ 電極端子
５ 成形用金型
１０ 静電チャック
１１ セラミックス成形体
２１ 印刷電極
３１ セラミックス焼結体
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